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公費対象患者がマイナンバーカード1枚で受診可能となるには
オンライン資格確認等システムに公費負担医療制度の受給資格を登録する必要があります

〇 公費対象（地方自治体の条例に基づく公費負担制度※を含む）の患者は、
令和6年秋の健康保険証の廃止以降、保険医療機関等を受診した際に
マイナンバーカードをカードリーダーに提示しオンライン資格確認を行う一方で、
公費受給者証は窓口に提示しなくてはならないという二度手間が生じます。
（保険医療機関等の受付業務についても同様の手間となる）

〇 公費対象患者等の利便性向上の観点から、地方自治体独自の医療費助成
制度を含む全ての公費負担医療制度について、保険証と同様に『受給資格・
期間・助成の範囲（内容）・負担割合ー等』の情報をマイナンバーカードに格
納すべきである。

これにより患者はマイナンバーカード1枚で、
保険者負担分と公費負担分の受給が可能となる。
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※地方自治体の条例に基づく公費負担制度
・乳幼児医療費助成制度
・ひとり親家庭医療費助成
・障害者医療費助成
・小中学生医療費助成 －等
上記は、いずれも各自治体の条例に基づく制度であるため、名称や負担の内容等は各自治体により異なっている。
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調査のポイント
・全ての都道府県及び市区町村が乳幼児等に係る医療費の援助を実施していた。
・都道府県では、通院、入院ともに就学前までの児童が最も多く、市区町村では、通院、入院ともに15歳年度末（中学生まで）
が最も多い

乳児医療費助成制度は、厚生労働省の方針に基づいて各都道府県がルールを作り、そのルールを基準に地方自治
体等が、独自の判断基準で実施する制度。
その為、対象年齢や所得制限などは地方自治体ごとに異なり、医療機関や保険者は患者ごとに助成内容を確認し、
患者の自己負担額や高額療養費等を算出する必要があり、煩雑な業務となっています。
また患者は地方自治体から受給資格者証の交付を受け、受診の度に医療機関窓口へ提示しなければなりません。
（提示し忘れた場合は窓口で一旦支払ったうえ償還払いの手続きが生じます）

厚生労働省調査「令和元年度「乳幼児等に係る
医療費の援助についての調査」」より抜粋

乳幼児医療費助成制度の例

平成31年4月1日



オンライン資格確認等システムに、公費登録（公費負担者番号・受給者番号・助成範囲・
負担割合及び一月あたりの負担上限額等）が行われた場合には、
公費受給者証の廃止につながる
国民・患者のメリット
①患者はマイナンバーカードのみを提示することにより、公費負担による医療を受けることができ、患者の利便性の向上に
つながります。

②また 複数制度（国の公費と地方自治体の公費）の併用による複雑な高額療養費の算出についても、審査支払機
関での算出が可能となるため、患者はマイナポータルで公費負担を反映した医療費の確認（医療費通知情報；医療
機関等で患者が支払った実際の医療費の情報）が可能となるため、医療費の透明性が図られるとともに、医療費控除の
手続きにも役立つこととなります。

医療機関・薬局のメリット
①窓口において、マイナンバーカードをカードリーダーで読み取れば、資格情報と公費助成情報を取得して取込むことができ
ることから事務の効率化及び正確性の向上につながります。

②さらに、地方自治体独自の公費について支払基金がすべて受託した場合、保険者及び地方自治体への請求が1枚
のレセプトで可能となり、全ての公費受給資格の確認も併せて行えることにより、請求事務の更なる効率化につながります。

地方自治体・保険者のメリット
①地方自治体は公費受給者証の発行業務が無くなる。また、地方自治体は独自の医療費助成制度受給対象者の情
報を保険者へ郵送で提供し、保険者はそれを都度入力する業務が発生しているためこれらの業務効率化につながります。

全体のメリット
①これまで公費対象者は、資格喪失後受診となった場合、医療機関への返戻または患者が旧保険者へ医療費を返還
のうえ新保険者へ請求とされていた手続きが、審査支払機関において新資格の保険者へ振替・分割請求することが可能
となり、患者の手続きが不要となるメリットがあります。
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公費対象者登録の優先順位の考え方

〇公費対象者登録の優先順位としては、全額公費負担とされているものや公費区分の中から審査支払機関への請求
件数が多いものを抽出し、より多くの公費対象者を登録し効率化を図る必要があると考えられます。

マイナンバーカードの健康保険証利用について（厚労省HP抜粋）

Ｑ７．窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか。
Ａ７．
・保険者証類（健康保険被保険者証 / 国民健康保険被保険者証 / 高齢受給者証等）
・被保険者資格証明書
・限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担減額認定証
・特定疾病療養受療証ー 等の持参が不要となります。

なお、限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありまし
たが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では原則として、申請なしに限度額が適用されます。

参考

5

医療費通知情報の正確性に関する国民の声

マイナポータル（よくある質問）抜粋
Ｑ. 医療費通知情報の更新日について教えてください。
Ａ. 毎月１１日に前々月診療分の医療費通知情報が更新されます。
また、確定申告に利用するための１年間分の医療費通知情報（XMLデータ）は、例年、原則２月９日に申告年

分の１月から１２月分までの情報が一括で取得可能となります。
なお、マイナポータルでは個人情報保護の観点からデータを保有しておらず、マイナポータル「わたしの情報」では行政機

関等が保有するご利用者様の情報を表示する仕組みとなっております。
医療費通知情報は、医療機関等から審査支払機関に提出された診療・調剤報酬明細書から抽出されているため、
「保険医療機関・保険薬局の窓口で支払った、公的医療保険に係る医療費にも関わらず医療費通知情報に含まれて
いない医療費がある」等の表示結果の内容についてのお問い合わせは、該当の医療機関までお問い合わせください。



公費受給者証

及び

公費受給者証

公費対象患者

公
費
受
給
者
証

公費受給者証にて自己負
担額の助成内容を確認、

請求先情報入力

患者の
公費助成情報
を取得･取込

公費対象患者

地方自治体等 公費助成情報

令
和
6
年
秋
以
降
の
イ
メ
ー
ジ

公
費
受
給
者
を
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
に
登
録

登
録

※公費受給者の
レセプトは対象外

6厚生労働省HPより抜粋（健保連で修正）



レセプト原本一元化について

健康保険組合連合会 政策部
令和５年３月３０日

健康保険組合連合会提出資料



①審査支払機関で一元管理されていれば、大規模災害時に、被災した医療機関及び保険者から依頼を
受けた審査支払機関が再度写しを提供することが可能となり、医療体制の維持に役立ちます。
また保険者ごとの管理ではなくなることから、全体としてセキュリティの強化につながります。
②保険者からの再審査請求及び医療機関からの再審査等請求（レセプト取下げや審査結果に関する
再審査）について、審査支払機関が保険者からレセプト原本を取り寄せることなく再審査事務が行え
るため、保険者や審査支払機関の業務効率化につながります。
また再審査事務が時間が短縮等効率化されるため、患者への高額療養費等の速やかな支給が可能と
なります。

③審査支払機関においてレセプトを一元管理する場合には、長期（レセプト保存期間：凡そ10年）
に亘る統計や分析が可能となります。また、ビッグデータを活用した保健事業の充実及び保険者支援事
業の拡大が期待できます。

④保険者の原本管理の廃止、再審査請求（資格）の大幅減少による医療業界全体の業務効率化

審査支払機関でレセプトが一元管理された場合、
セキュリティの強化や大規模災害の医療体制の維持につながります

まとめ
再審査請求の事務等の効率化やセキュリティの強化、大規模災害等のリスクに対応するため、審査支払
機能の在り方に関する検討会で提案頂いた『支払基金のレセプト原本一元化システム』の導入に向けた
検討の再開を要望します。
※当初のイニシャルコストについては公費財源を要望する。またその他の経費等については、支払基金の「令和2年度決算積立預金」を含めて
検討することを想定

国保連では平成19年度から保険者レセプト管理システムの提供・導入
・医療機関等から電子で請求されたレセプトをシステム内で表示する（画像）
・国保連合会でレセプト情報を一括で管理することで管理費用等の削減を推進
保険者はWeb画面を通して随時その情報を参照可能とすることで業務処理を効率化

・過誤・再審査申出においてもシステム内で申出登録を可能とし、操作性を向上させることで運用費用の削減を推進 （在り方検討会資料より） 8



オンライン資格確認
等システム

支払基金
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レセプト原本データ一元管理の案（イメージ）

審査支払機能 アーカイブ機能

原
本原本原本
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ての電子レセを格納
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審査後再度格納

資格確認・レセプト
振替・分割

保険者

基幹システム

写写写

原本レセと写しレセを
同期

【対応案イメージ】
＜現状＞
○オンライン資格確認の運用において、診療月+1月時、支払基金におけ
る資格確認・レセプト振替・分割が実施される。（R3.10月からサービ
ス開始）

○このとき、資格喪失後受診(証未回収)において新保険者資格が確認
できない場合には、旧保険者にレセプトが送付される。

○その後、新保険者資格が判明した場合には、旧保険者が再審査請求
を実施する。

○再審査請求は、オンラインによる再審査申出を実施すれば、支払基金
において振替・分割を実施する。

＜対応案＞
○全ての電子レセプトを原本として支払基金が保管する。
○オンライン資格確認等システムを利用した支払基金における資格確認・
振替・分割を拡大し、診療月+2月以降もレセプト原本データを活用し、
資格確認・振替・分割を実施する。⇒資格確認データの拡大

○これにより、健保組合の再審査請求(資格)は大幅に減少する。
○また、健保組合はレセプト写しデータがあるため、レセプトを利用した既
存業務も継続して実施できる。
例）レセプトデータと特定健診データの突合分析、外傷性レセプトに係

る負傷原因照会、第三者行為による傷病届、レセプト開示請求へ
の対応、レセプト点検の外部委託等

令和３年１月２２日 第６回審査支払機能の在り方に関する検討会資料（抜粋）のうえ健保連で修正



２０２１年３月２９日 審査支払機能の在り方に関する検討会報告書
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参考

上記報告書での取り纏め以後、2021年4月20日に本会の依頼により4者協議（厚労省、支払基金、国保
中央会、健保連）を行ったが、継続的な検討に至らなかった。
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2021年4月20日 国保におけるレセプトデータ一元管理に係る説明会 支払基金提出資料参考



社会保険診療報酬支払基金に関する見直しについて
（フォローアップを含む）

健康保険組合連合会 政策部
令和５年３月３０日

健康保険組合連合会提出資料



審査支払事務のAI化に伴う審査委員会の役割
支払基金改革の現況
〇国民の負担軽減等を目的とした「支払基金改革」により、システムの高度化を図り、審査の効率化や審査
事務の集約化が進められている。

〇令和3年9月からAIによる振分機能を用いたレセプト審査が導入されており、職員・審査委員が確認するレ
セプトが令和5年10月には10％となる見通し。

〇審査委員の在宅審査の取組みも併せて進められている。

〇一方で審査委員会費については、年間約115億円とほぼ横ばいの見通し（令和7年度までの中期財政）。

健保連の考え方
〇支払基金の審査事務の効率化（紙レセプトの廃止等）やAI化に伴う審査の合理化に合わ
せ、審査委員会費の低減目標とともに、（改革を反映した）コスト構造に見合った適切な審
査支払事務手数料の設定をして頂きたい
〇在宅審査の費用対効果を検証のうえ、さらに拡大すべき
〇審査委員会費について、その内訳等について透明化を図るため保険者に開示をして頂きたい
〇今後、47都道府県に設置されている審査委員会をブロックごとに設置するなどの効率化・
集約を目指すべき

現状の支払基金中期財政計画等ではこれらの方向性が見られない
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令和4年度 区分 基本手数料

医科・歯科
電子 71.60円

紙 71.60円

調剤 電子・紙 35.80円

令和5年度 区分 階層 基本手数料

医科・歯科
電子

一般ﾚｾﾌﾟﾄ（90％） 71.60円（前年度同額）

判断が明らかなﾚ ｾ ﾌ ﾟ ﾄ
(10%) 41.50円（新設）

紙 71.60円（前年度同額）

調剤 電子・紙 35.20円（前年度比▲0.6円）

審査支払事務手数料（診療報酬の審査支払）

令和3年9月から

か
ら
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和
5
年
度
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17
令和５年3月14日本会審査支払対策委員会資料より抜粋
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※令和4年6月時点で、在宅審査は全体の約30%の審査委員が実施できる状況となっている。 19

令和４年11月９日令和5年度手数料三者協議時資料より抜粋



医療保険事務の運営は、医療機関側と保険
者側の

中長期財政フレーム（四者懇談会（令和４年12月7日）支払基金作成資料より）
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